
土
木
関
係
補
助
事
業

１ 
空
き
家
解
体
撤
去
事
業

　
垂
水
市
内
に
あ
る
空
き
家
を
解
体
撤
去

す
る
こ
と
に
よ
り
、
景
観
や
住
環
境
の
向

上
お
よ
び
安
心
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も

に
、
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

空
き
家
の
解
体
撤
去
に
市
内
業
者
を
利
用

し
た
場
合
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
す
る

も
の
で
す
。

※
空
き
家
を
解
体
撤
去
す
る
こ
と
に
よ
り
、  

　
固
定
資
産
税
の
減
免
特
例
が
解
除
と
な

　
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

　
さ
い
。
詳
し
く
は
、
税
務
課
固
定
資
産

　
税
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象

①
市
内
に
あ
る
空
き
家
の
所
有
者

②
家
の
所
有
者
か
ら
空
き
家
の
解
体
撤
去

　
に
つ
い
て
委
任
を
受
け
た
者

③
所
有
者
等
が
居
住
し
て
お
ら
ず
、
他
の

　
用
途
で
使
用
し
て
い
な
い
建
物

※
非
住
宅
の
み
の
解
体
は
対
象
外

④
市
内
業
者
に
依
頼
す
る
工
事
で
対
象
工

　
事
費
の
合
計
額
が
30
万
円
（
消
費
税
込

　
み
）
以
上
の
も
の

■
補
助
金
額

①
一
般
解
体
撤
去

　
対
象
工
事
費
の
30
％
（
上
限
30
万
円
）

②
撤
去
後
の
新
築

　
対
象
工
事
費
の
50
％
（
上
限
50
万
円
）

２ 

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業

　
地
域
経
済
の
活
性
化
や
快
適
な
住
環
境

の
整
備
等
を
図
る
た
め
に
、
市
内
の
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業
登
録
工
事
業
者
を

利
用
し
た
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
対

し
て
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

■
対
象

①
市
内
に
あ
る
申
請
人
が
居
住
す
る
持
家

②
対
象
工
事
費
20
万
円
以
上
の
も
の

■
補
助
金
額

①
一
般
世
帯

　
対
象
工
事
費
の
10
％
（
上
限
15
万
円
）

②
子
育
て
世
帯

　
対
象
工
事
費
の
30
％
（
上
限
45
万
円
）

※
子
育
て
世
帯
：
世
帯
内
に
０
歳 

～
18
歳

　(

令
和
８
年
３
月
31
日
現
在)

ま
で
の
子

　
ど
も
が
い
る
世
帯

■
注
意
点

①
他
の
補
助
事
業
と
の
重
複
部
分
は
対
象

　
外
（
介
護
保
険
住
宅
改
修
支
援
事
業
、

　
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
整
備
事
業

　
等
）
と
な
り
ま
す
。

②
住
宅
１
件
に
つ
き
１
回
の
補
助
で
す
。

３ 

木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

　 

耐
震
改
修
工
事
補
助
事
業

　
垂
水
市
内
に
あ
る
木
造
住
宅
を
耐
震
診

断
・
耐
震
改
修
す
る
こ
と
に
よ
り
、
木
造
住

宅
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図

る
た
め
に
補
助
金
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

■
対
象

①
市
内
木
造
住
宅
の
居
住
者
ま
た
は
所
有

　
者
（
居
住
者
と
所
有
者
が
異
な
る
場
合
、

　
双
方
の
同
意
が
必
要
）

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

　（
着
工
）
さ
れ
た
も
の

③
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
耐
震
改
修
工
事
は
市
内
業
者
に
依
頼
す

　
る
工
事
で
あ
る
こ
と

■
補
助
金
額

①
耐
震
診
断
：
耐
震
診
断
費
用
の

　
３
分
の
２
（
上
限
６
万
円
）

②
耐
震
改
修
工
事
：
対
象
工
事
費
の
　

１
０
０
分
の
23
（
上
限
30
万
円
）

■
各
事
業
補
助
事
業
に
つ
い
て

■
申
込
期
限
　
12
月
26
日
（
金
）

※
予
算
に
到
達
し
た
時
点
で
事
業
は
終
了

■
申
込
方
法
　
土
木
課
建
築
係
へ
指
定
す

　
る
申
請
書
等
を
提
出

■
そ
の
他

①
工
事
中
・
工
事
後
の
申
請
は
対
象
外
で
す
。

②
工
事
現
場
立
会
い
等
の
た
め
不
在
の
場

　
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
は
事
前

　
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
各
事
業
の
申
請
書
・
添
付
書
類
の
詳
細

　
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
土
木
課
　
建
築
係
　
☎
内
線
３
４
０

▲ 詳しくは
　 こちらへ

保
健
・
福
祉

夢
を
応
援
基
金
『
ひ
と
り
親
家

庭
支
援
奨
学
金
制
度
』
募
集

　
全
国
母
子
寡
婦
福
祉
団
体
協
議
会
と

ロ
ー
ソ
ン
グ
ル
ー
プ
が
ひ
と
り
親
家
庭
の

生
徒
さ
ん
の
「
夢
」
を
給
付
型
奨
学
金
で

応
援
し
ま
す
。

■
奨
学
金
　
月
額
３
０
０
０
０
円

　（
返
還
不
要
、
他
の
奨
学
金
と
の
併
用
可
）

※
令
和
７
年
度
が
対
象

■
募
集
人
数
　
全
国
４
０
０
人

　（
各
都
道
府
県
４
人
程
度
）

■
対
象
学
年
（
令
和
７
年
４
月
時
点
在
籍
）

・
中
学
３
年
生

・
高
等
学
校
（
１
年
～
３
年
生
）

・
高
等
専
門
学
校
（
１
年
～
３
年
生
）　
等

■
応
募
締
切
　
４
月
18
日
（
金
）
※
必
着

※
応
募
を
行
う
に
あ
た
り
、
一
定
条
件
を
満

　
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
書
等
の
必
要
書
類
は
、
全
国
母
子
寡

　
婦
福
祉
団
体
協
議
会

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

　
認
く
だ
さ
い
。

◎
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　
社
会
福
祉
法
人
鹿
児
島
県
母
子
寡
婦
福

　
祉
連
合
会
（
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
０
９
９

－

2
5
8

－

2
9
8
4

▲ 詳しくは
　 こちらへ

妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付

　「
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
」
が
、
４

月
１
日
か
ら
「
妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
」

へ
と
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。

■
対
象
者
　
妊
婦

※
流
産
・
死
産
と
な
っ
た
方
も
対
象
と
な

　
り
ま
す

■
給
付
金
額

・
妊
娠
届
出
後
（
１
回
目
）
５
万
円

・
胎
児
の
数
の
届
出
後
（
２
回
目
）

・
５
万
円
×
胎
児
の
数

※
３
月
31
日
ま
で
に
出
産
さ
れ
た
方
は
「
出

　
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
」
の
条
件
で

　
支
給
し
ま
す

■
申
請
方
法

・
妊
娠
届
出
後
（
１
回
目
）

母
子
健
康
手
帳
交
付
の
際
、
同
時
に
申
請

・
胎
児
の
数
の
届
出
後
（
２
回
目
）

出
生
届
出
後
に
申
請

※
事
情
に
よ
り
出
産
前
に
給
付
を
受
け
た

　
い
方
は
出
産
予
定
日
の
８
週
間
前
の
日

　
以
降
に
申
請
が
可
能
で
す

※
給
付
条
件
や
必
要
書
類

　
等
の
詳
細
は
、
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

　
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
保
健
課
　
健
康
増
進
係

　
☎
内
線
１
３
８
・
１
６
４

▲ 詳しくは
　 こちらへ

令和７年度 たるみず寄りそい心の相談事業
　垂水市では、相談者の多様化する悩みやライフスタイルに対応するため、「対面」「電話」「LINE」
相談窓口を新たに設けて、相談体制を強化します。垂水市民の方なら、どなたでも無料でご相談いた
だけます。※相談窓口は、一般社団法人パーソナルサービス支援機構に委託し開設します。

問 保健課　健康増進係　 ☎ 32-1116

開催日 時間 場所

4/14（月）

午後１時～午後４時
（最終受付：午後３時）

垂水市市民館
２階第１研修室

5/12（月）

6/ 9（月）

7/14（月）

8/18（月）

9/ 8（月）

▼たるみず寄りそい心の相談会日程（上半期）

詳しくは
市HPから

● 対面相談
①たるみず寄りそい心の相談会
　 垂水市市民館でパーソナルサービス支援機構
　 のスタッフが相談に応じます。
②来所相談（事前申し込み）
　 パーソナルサービス支援機構事務所で相談に
　 応じます。（鹿屋市西原２丁目 18-33）
③アウトリーチ（戸別相談）（事前申し込み）
　 パーソナルサービス支援機構のスタッフが相
　 談者のご自宅等で相談に応じます。
■ 対面相談の事前申し込み先
　 たるみずいのちつなぐほっとテレフォン 
　 ☎ 0120-836-183
　 ※ご予約時には体調等の確認をさせていただ
　 　きます。

● 電話相談
■ 時間　24 時間対応
■ 電話　☎ 0120-836-183

● LINE 相談
■ 時間　24 時間対応
■ LINE ID　＠ tarumizu-yorisoi ▲ LINE 登録

Pick Up
1

※ 10 月以降の日程は９月号でご案内します。
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